
 

今年のお盆期間は、高速道路の休日割引適用日が変更されます 
～ただし、中型以上の車両は対象外～ 

国土交通省 平成 30 年 7 月 4日 

http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000990.html 

 

 

国土交通省は、交通混雑期の中で交通量と渋滞が最も多いお盆時期期間を対象に、休日割引適用

日の変更を試行的に行い、高速道路の交通量の平準化を図ります。 

〈変更概要〉 

  ●平成３０年８月１１日（土・祝）、１２日（日）→ 休日割引 適用されません 

  ●平成３０年８月  ９日 (木)   、１０日 (金)→ 休日割引 適用されます 

※ＥＴＣシステムにより、土日祝日に地方部の高速道路及び本四道路を通行する軽自動車等

及び普通車が対象（中型以上の車両は従来通り） 

 

高速道路会社等では、高速道路の交通混雑期において、渋滞予測情報や所要時間情報の提供、渋

滞回避広報の強化等の各渋滞対策を行ってまいりましたが、今般さらなる渋滞対策の一環として、

交通混雑期の中で交通量と渋滞が最も多いお盆期間における高速道路の交通量平準化を図るため

休日割引適用日の変更を試行的に行います。 

※ 今回の適用日変更の効果と影響については、交通流等を観測分析し、年末年始やゴールデン

ウィークなど大きな渋滞が発生する特異期間での適用も検討されます 

 

  


